
①
自
営
業
、
農
業
な
ど
の
事
業
に

よ
る
収
入
が
あ
る
方（
建
築
労

　
務
、
日
雇
い
労
務
に
従
事
さ
れ

た
方
を
含
む
）

②
土
地
、
建
物
な
ど
の
貸
し
付
け

に
よ
る
収
入
が
あ
る
方

③
土
地
、
建
物
な
ど
の
譲
渡
に
よ

る
収
入
が
あ
る
方

④
生
命
保
険
、
損
害
保
険
の
満
期

返
戻
金
な
ど
の
一
時
所
得
が
あ

る
方

⑤
年
金
受
給
者
で
、次
の
方

●
年
金
収
入
金
額
が
４
０
０
万
円

を
超
え
る
方

●
年
金
収
入
金
額
が
４
０
０
万
円

以
下
で
、
年
金
以
外
の
所
得
金

額
が
２０
万
円
を
超
え
る
方

《
給
与
所
得
者
で
、
確
定
申
告
が

必
要
な
方
》

①
給
与
収
入
金
額
が
２，

０
０
０

万
円
を
超
え
る
方
ま
た
は
２
か

所
以
上
か
ら
給
与
を
受
け
て
い

る
方

②
給
与
以
外
の
所
得
金
額
が
２０
万

円
を
超
え
る
方

③
平
成
２６
年
中
に
退
職
し
、
年
末

調
整
を
受
け
な
か
っ
た
方

　
所
得
金
額
の
合
計
額
が
所
得
控

除
額
の
合
計
額
を
超
え
な
い
場
合

（
所
得
税
等
が
か
か
ら
な
い
方
）は
、

確
定
申
告
は
不
要
で
す
が
、
次
の

事
項
に
該
当
す
る
場
合
は
、
住
民

税
申
告
が
必
要
で
す
。

①
非
上
場
株
式
に
係
る
配
当
所
得
が

あ
る
方
、
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

タ
ー
・
外
交
員
な
ど
の
報
酬
が

あ
る
方

②
収
入
の
な
い
方
で
も
、
市
の
国
民

健
康
保
険
、
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
に
加
入
さ
れ
て
い
る
方（
国
民

健
康
保
険
税
等
が
軽
減
さ
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
）

③
公
的
年
金
等
収
入
金
額
が
、
次
の

金
額
を
超
え
る
場
合
で
、
源
泉
徴

収
票
に
記
載
さ
れ
た
所
得
控
除
の

内
容
に
変
更
が
あ
る
方（
住
民
税

　
額
に
影
響
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）

・
昭
和
２５
年
１
月
２
日
以
後
に
生
ま

れ
た
方
‥
９８
万
円

・
昭
和
２５
年
１
月
１
日
以
前
に
生
ま
れ

た
方
‥
１
４
８
万
円

④
給
与
収
入
金
額
が
９３
万
円
を
超
え

る
場
合
で
、源
泉
徴
収
票
に
記
載

さ
れ
た
所
得
控
除
の
内
容
に
変
更

が
あ
る
方（
住
民
税
額
に
影
響
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
）�

※
所
得
税
の
確
定
申
告
を
さ
れ
た

方
は
、同
時
に
住
民
税
申
告
を
行

っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
医
療
費
の
計
算
や
事
業
収
支
等

は
、
事
前
に
次
の
準
備
を
し
て
か

ら
お
越
し
く
だ
さ
い
。

①
医
療
費
控
除
の
申
告
の
場
合
は
、

領
収
書
を
氏
名
ご
と
に
整
理
し
、

支
払
額
の
合
計
ま
で
の
計
算
を

し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

②
営
業
、
農
業
等
の
事
業
所
得
の

収
支
計
算
が
必
要
な
申
告
で
は
、

収
入
と
支
出
の
項
目
ご
と
に
関

係
書
類
を
整
理
し
、
収
支
の
内

訳
ま
で
の
計
算
を
し
て
お
い
て

く
だ
さ
い
。（
平
成
２６
年
分
か
ら
、

こ
れ
ら
収
支
の
記
帳
お
よ
び
帳

簿
の
保
存
が
必
要
と
な
っ
て
い

ま
す
。）

 

前
年
の
１
月
１
日
か
ら
１２
月
３１
日
ま
で
の
１
年
間
に
生
じ
た
す
べ
て
の
所
得
を
合
計
し
、
確
定
さ
せ
た
所
得
金
額

に
対
す
る
税
額
を
算
出
し
て
申
告
す
る
こ
と
を
確
定
申
告
と
い
い
ま
す
。
そ
の
際
、
源
泉
徴
収
さ
れ
た
所
得
税
・
復

興
特
別
所
得
税（
以
下
「
所
得
税
等
」
と
い
い
ま
す
。
）ま
た
は
予
定
納
税
で
納
め
た
所
得
税
等
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ

の
過
不
足
を
精
算
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
確
定
申
告
を
す
る
必
要
の
あ
る
方
が
、
期
限
ま
で
に
申
告
を
し
な
か
っ
た
り
、
申
告
に
誤
り
が
あ
っ
た
り

す
る
場
合
は
、
不
足
す
る
税
額
を
納
め
る
だ
け
で
な
く
、
加
算
税
や
延
滞
税
を
徴
収
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の

で
、
期
限
ま
で
に
正
し
く
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

① －

－

＝

＝

・・・平成２６年中に
支払った医療費

保険等で補てん
される金額

負担した
医 療 費 A

A

②

③ 医療費控除額（最高２００万円）

医療費控除の計算方法

・・・１０万円または所得金額の合計額の
５％のいずれか少ない方の金額 B

B
※医療費控除額は、所得から控除する額であり、お返しする
　金額ではありません。

問い合わせ　総務部税務課（庁舎１階）　  ４３－０３９６

①
申
告
者
の
印
鑑（
認
印
）

②
給
与
、
公
的
年
金
等
、
報
酬
に

係
る
源
泉
徴
収
票（
原
本
）

③
事
業
所
得（
営
業
・
農
業
所
得
）

ま
た
は
不
動
産
所
得
の
場
合
は
、

年
間
の
収
支
内
訳
書

④
諸
控
除
の
証
明
書（
国
民
年
金
・

生
命
保
険
・
地
震
保
険
な
ど
の

保
険
料
の
控
除
証
明
書
等
）

⑤
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
受

け
る
場
合

●
住
民
票（
初
年
の
み
）

●
家
屋
等
の
登
記
事
項
証
明
書

　

（
初
年
の
み
）

●
取
得
価
格
の
分
か
る
契
約
書
の

写
し（
初
年
の
み
）

●
借
入
金
等
年
末
残
高
証
明
書
な

ど
⑥
還
付
申
告
の
場
合
は
、
本
人
名

義
の
振
込
先
の
預
貯
金
通
帳

申
告
に
必
要
な
も
の

申
告
に
必
要
な
も
の

所得税･住民税の申告は
２月１６日（月）から３月１６日（月）まで
平成２６年分の所得税の確定申告と、平成２７年度の住民税の申告を受け付け
ます。期間内に正しく申告しましょう。

　東日本大震災の復興に充てる財源を確保するた
めに創設された税で、所得税額の 2.1％相当額と
なります。所得税と同時に税額を算出・申告（同じ
申告書に税額を記載）し、納税することとなります。

復興特別所得税とは

介護保険の認定と障害者控除の適用介護保険の認定と障害者控除の適用

　国税庁ホームページ（http：//www.
e-tax.nta.go.jp）の「確定申告書作
成コ－ナ－」で、国税電子申告･
納税システム（e-Tax）を利用して
確定申告を行うと、源泉徴収票な
どの提出を省略することができます。
　また、電子申告（e-Tax）以外に、
必要項目を入力することにより確
定申告書が作成でき、申告書を印
刷してそのまま郵送等により提出
できるコーナーもありますので、
ぜひご利用ください。

★e-Taxで確定申告を！
～自宅のパソコンで～

　身体障害者および療育手帳の交付を受けていない方でも、介護
保険法の規定による要介護認定を受けている６５歳以上の方で、市
において障害者に準ずる認定（障害者控除対象認定書）を受けた場
合は、所得税法上の障害者控除の対象になります。

●「障害者」に準じる方･･･
　　要介護１～３で重度の認知症がある方
●「特別障害者」に準じる方･･･
　　要介護４～５で継続的に寝たきり状態にある方、または重度の
　　認知症がある方

申請・問い合わせ　福祉部高齢介護課（庁舎１階）　　４３－０４４０

■会場…加東市役所２０１会議室（庁舎２階）
　昨年度から会場が変わっています。ご注意ください。

■受付時間
月曜日、水曜日～金曜日  ９：００～１６：３０
火曜日（夜間相談あり）　 ９：００～１６：３０、
                    　　　    １７：３０～１９：００
日曜日（３月１日のみ）      ９：００～１２：００
※庁舎の開庁時間は８:００です。
※正午から１３:００までは申告書整理事務のため
　受付を中断します。

市が行う申告相談内容
　主に、給与所得者および年金
受給者に係る申告のほか、白色
申告者（おおむね事業等所得３００
万円未満の方）および住民税申告
の必要な方が対象となります。
これら以外の方は、税務署で確
定申告していただきますようお
願いします。

※市では申告相談に応じられな
　い内容
　高額な事業所得、譲渡所得、
先物取引に係る雑所得等、青色
申告、雑損控除に係るもの、損
失の繰越に係るもの等

１６日（月）
１７日（火）
１８日（水）
１９日（木）
２０日（金）
２３日（月）
２４日（火）
２５日（水）
２６日（木）
２７日（金）
  １日（日）
  ２日（月）
  ３日（火）
  ４日（水）
  ５日（木）
  ６日（金）
  ９日（月）
１０日（火）
１１日（水）
１２日（木）
１３日（金）
１６日（月）

　 　　○
○（夜間相談あり）
　 　　○
　　 　○
　 　　○
　　 　○
○（夜間相談あり）
　　 　○
　 　　○
　　 　○
○ ※９：００～１２：００
　 　　○
○（夜間相談あり）　
　 　　○
　　 　○
　 　　○
　　　 ○
○（夜間相談あり）
　　 　○
　　 　○
　　 　○
　　　 ○

加東市役所201会議室
（庁舎2階）

会場
月日

2
　
　
月

3
　
　
　
　
月

申告相談会場・日程申告相談会場・日程申告相談会場・日程

平成２６年分の所得税の確定申告と、平成２７年度の住民税の申告を受け付け
ます。期間内に正しく申告しましょう。

（ご注意ください）

北側駐車場

東側駐車場

P P

P

武道館

JA
みのり

広場

↓裏玄関（B１階）

正面玄関（１階）↑

ケーブル
テレビ

加東市庁舎
（申告会場）
加東市庁舎

（申告会場）

社公民館社公民館

社福祉センター社福祉センター

5 4

駐車場案内図

確
定
申
告
が
必
要
な
方

住
民
税
申
告
が
必
要
な
方

自
書
申
告
に
ご
協
力
を


